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衆
議
院
議
員
加
藤
�
一
君
提
出
労
働
者
供
給
事
業
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

職
業
安
定
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
四
十
四
条
の
労
働
者
供
給
事
業
（
以
下
「
労
働
者
供
給
事
業
」

と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
、
御
指
摘
の
答
弁
と
お
お
む
ね
同
様
の
説
明
を
し
て
き
て
い
る
。
な
お
、
御
指
摘
の

答
弁
中
「
支
配
従
属
関
係
ま
た
は
雇
用
関
係
」
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
は
、
「
雇
用
関
係
を
含
む
支
配
従
属
関
係
」
と
い
う

用
語
を
用
い
る
の
が
、
よ
り
正
確
で
あ
っ
た
。

労
働
者
供
給
事
業
に
お
け
る
「
支
配
従
属
関
係
」
と
は
、
労
働
者
供
給
事
業
を
行
う
者
と
労
働
者
と
の
間
に
お
け
る
前
者

が
自
己
の
指
図
の
ま
ま
に
後
者
を
他
人
に
提
供
し
、
使
用
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
関
係
を
い
い
、
実
力
的
な
支
配
関
係
や
雇

用
契
約
な
ど
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

職
業
安
定
法
第
四
条
第
六
項
の
「
供
給
契
約
」
と
は
、
労
働
者
を
供
給
し
よ
う
と
す
る
者
と
労
働
者
の
供
給
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
と
の
間
に
締
結
さ
れ
る
労
働
者
の
提
供
に
関
す
る
契
約
を
い
う
も
の
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

一



労
働
者
供
給
事
業
と
は
、
労
働
者
供
給
（
供
給
契
約
に
基
づ
い
て
労
働
者
を
他
人
の
指
揮
命
令
を
受
け
て
労
働
に
従
事
さ

せ
る
こ
と
を
い
い
、
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
就
業
条
件
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
六
十
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
労
働
者
派
遣
に
該
当
す
る
も
の
を
含
ま
な
い
。
）
を
業
と

し
て
行
う
こ
と
を
い
う
も
の
で
あ
る
。

二


